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   リーガルサポートシステム（企業法務専門支援員制度）のご案内 
 

   商工会では弁護士資格を持つ企業法務専門支援員を常時設置し、会員の皆様からの法律相談に無料で応じる  

制度があります。請負契約、債権回収、相続関係、連帯保証人、時効制度等のご相談や身近な法律相談（事業

以外の相談も可）まで、気軽にご利用ください。相談予定日は毎月第一金曜日です。  

        次回相談予定日  平成２８年６月３日（金） 午前１０時 ～ 午後４時  

 ■ご相談を希望される方は、商工会本所または最寄の支所まで事前にお申し込みください。 

    
 

  

 

  

 

    

 

 

 
 

    

           

       

         

       

            
         お申し込み・お問い合わせは、伊賀市商工会（℡45-2210）まで！ 

 

 

             

      723- 1   

    570- 1   

 
 専門家派遣事業は、小規模事業者の皆様の経営・営業・生産・技術など様々な問題解決や新商品開発・

新分野進出等の経営革新を支援する制度です。事業所のご要望に応じて登録された各分野の専門家を直

接事業所に派遣し、専門家の立場で具体的・実践的な指導やアドバイスをいただく事により課題等の解決を

図ります。相談は無料で内容等によっては複数回の派遣も可能です。下記のような場合にご利用ください。  
 

 ○新商品開発や新分野進出等による経営革新       ○自動化、省力化等の生産及び作業効率の向上  

 ○財務分析等による経営改善のアドバイス          ○ホームページ・インターネット等ＩＴの活用  

 ○店舗レイアウト、チラシや商品のデザイン等        ○品質管理、ＩＳＯ等の導入  

 ○特許・商標登録・実用新案等知的財産      

 コミュニケーションマナー講習会のご案内 
 お客様への対応や、事業所内のより良い人間関係を築くためのコミュニケーションマナーについて、講師がわかり 

 やすく説明します。 

      日 時 ：   平成２８年６月２３日（木） １３：３０～１６：３０  

        場 所 ： 大山田産業振興センター  （伊賀市平田９５０－１）  

        内   容 ： 話し方、伝え方、聴き方、相手の心理 他 

      定 員 ： ２０名    

        講   師 ： テルウェル西日本㈱  藤 原 天 子 氏  

        受講料 ： 無料 
 

   ※お申し込みは、本所（TEL  ４５－２２１０）までご連絡ください。 



      次回の 会員一斉訪問実施予定日は ６月２日（木） です  
 

  

   ☎ 45- 2210  

          《貸 付 金 利 の 状 況》       （平成２８年５月１日現在） 

日本政策金融公庫 
 普通貸付 １．２５％ ～ ２．３５％   ↘ 

 経営改善貸付 （無担保・無保証人） １．３０％   ↗ 

三重県融資制度  小規模事業資金 （第三者保証不要・別途保証料） １．６０％ または １．７０％   → 

商工貯蓄共済制度 
 一般 （保証料不要） １．６７５％ ～ ２．０７５％   → 

 保証協会保証付 （別途保証料） １．４０％ または １．５０％   → 

 

  
 

    三重県伊賀県税事務所からのお知らせです。 

  自動車税は、県民の方にとって最も身近な税金であり、県の貴重な財源でもあります。 

    金融機関や、主なコンビニエンスストアのほか、MMK端末を設置しているスーパー 

  やドラッグストアでも納めていただくことができます。 

 お仕事等で平日に自動車税を納付できない方も、コンビニエンスストア等では、休日、 

 夜間を問わず納付できますのでご利用ください。 

  なお、納付の際は、お手元に郵送されました納税通知書が必要になりますので、必ず 

 ご持参ください。また、インターネットを利用してクレジットカードで自動車税が納付 

 できます。納税証明書は車検時に必要でしたが、納税確認の電子化にともない、納税証 

 明書の掲示が省略できるようになりました。 
 

 

 

   納 期 限： 平成２８年５月３１日（火） 

   お問合せ： 三重県伊賀県税事務所（TEL ０５９５－２４－８０２０） 平日 8:30～17:00  

  小規模企業者等設備貸与制度のご案内 
 

   小規模企業者等の創業または経営の革新を図るために必要な設備の導入を支援します。設備貸与とは、三重県産 

 業支援センターが設備を購入し、その設備を小規模事業者等に割賦販売またはリースを行う制度です。ただし、土地・ 

 建物等は対象となりません。   

           対     象      小規模企業者、中小企業者、創業者 

          対 象 設 備         経営の革新または創業に必要な設備 

                       ただし、土地・建物・中古品等は対象となりません 

          貸与設備額       １００万円以上１億円以下（創業者は１００万円以上５千万円以下） 

                割賦損料率        １．００％から１．５０％ 

                申 込 期 間      平成２８年４月２５日（月）から平成２９年１月３１日（火） １７時必着 

                お 問 合 せ      三重県産業支援センター カイゼン・設備支援課   

                          Tel ０５９－２２８－３１７２（土・日・祝日は除く） 

平成２９年４月１日の「消費税軽減税率制度」の導入まで１年を切りました！ 
  

  平成２９年４月１日より消費税率が１０％に引き上げられます。軽減税率制度は、消費税率１０％への引上  

 げに合わせて、低所得者に配慮する観点から導入されるものです。軽減税率制度の対象となる下記の品目の消 

 費税については軽減税率（８％）が適用されます。 

     ① 酒類・外食を除く飲食料品 

     ② 週２回以上発行される新聞（定期購読契約に基づくもの） 
 

   事業者の皆さまは業種にかかわらずさまざまな対応が必要になります。 

   ・対象品目の売上・仕入がある事業者の方は、これまでの記載事項に税率ごとの区分を追加した請求書等 

    の発行や記帳などの経理（区分経理）を行っていただくこととなります。 

   ・仕入税額控除の要件は、現行、「簿記及び請求書等の保存」ですが、軽減税率制度導入後は、こうした 

    区分経理に対応した帳簿及び請求書等の保存が要件となります。 

   ・売上及び仕入を税率ごとに区分して税額計算を行う必要があります。 

   ・区分経理が困難な事業者の方には、経過措置として売上に係る税額（売上税額）または仕入に係る税額 

     （仕入税額）の計算の特例があります。 


